
自動車運送 1（議第14号）

議第14号

令和７年度京都市自動車運送事業特別会計予算

（総則）

第１条　令和７年度京都市自動車運送事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　運転計画

運 転 車 両 数
両
699

年間走行キロメートル
km

29,528,500

年 間 総 輸 送 人 員
人

125,195,000

１ 日 平 均 輸 送 人 員
人

343,000

　⑵　主要な建設改良工事計画

　　　乗合自動車購入及び営業所等設備改修

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　入

第１款　自動車運送事業収益　 25,073,000千円

　第１項　営 業 収 益 23,747,305千円

　第２項　営 業 外 収 益 1,325,695千円

支　　　　出

第１款　自動車運送事業費用　 25,594,000千円

　第１項　営 業 費 用 24,665,567千円
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　第２項　営 業 外 費 用 828,433千円

　第３項　予 備 費 100,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額2,120,000千円は、損益勘定留保資金等

で補塡するものとする。）。

収　　　　入

第１款　資 本 的 収 入　 3,107,000千円

　第１項　企 業 債 2,504,000千円

　第２項　固 定 資 産 売 却 代 金 46,640千円

　第３項　補 助 金 555,516千円

　第４項　そ の 他 資 本 収 入 844千円

支　　　　出

第１款　資 本 的 支 出　 5,227,000千円

　第１項　建 設 改 良 費 3,062,123千円

　第２項　企 業 債 償 還 金 2,114,877千円

　第３項　予 備 費 50,000千円

（債務負担行為）

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。

　事 項　 　　期 間　　 　限 度 額　

バ ス 車 両 リ ー ス 経 費 令和８年度から令和16年度
まで

千円
24,000

自動車運送事業建設改良費 令和８年度及び令和９年度 2,369,000

（企業債）
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第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。

　起 債 の 目 的　 限　　度　　額 起債の方法 利　率 償還の方法

自動車運送事業建設改
良費

千円

2,504,000

発行価格が額
面金額を下回
るときは、そ
の発行価格差
減額を埋める
ため必要な金
額をこれに加
算した額

証 券 発 行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）
又は消費貸
借の方法に
よる。

％

8.0以内

起債の日から据
置期間を含め30
年以内に、元利
均等その他の方
法により償還す
る。ただし、財
政の都合その他
によっては、繰
上償還をするこ
とができる。

（一時借入金）

第７条　一時借入金の限度額は、5,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。

　⑴　消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業

外費用の間の流用

（他会計からの補助金）

第９条　職員給与費に係る共済追加費用等に充てるため、一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額は、1,287,000千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第10条　たな卸資産の購入限度額は、100,000千円と定める。

令和７年２月17日提出

京 都 市 長 松 井 孝 治


